
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
五
日

参

議

院

経

済

産

業

委

員

会

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
つ
い
て
は
、
太
陽
光
に
あ
っ
て
は
屋
根
用
及
び
地
上
用
（
大
規
模
・
小
規
模

、
風

）

力
に
あ
っ
て
は
洋
上
及
び
陸
上
な
ど
様
々
な
形
態
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
種
別
、
設
備
の
規
模
等
の
設
備
の

様
々
な
態
様
に
応
じ
た
調
達
価
格
及
び
調
達
期
間
の
設
定
を
行
う
こ
と
。

二

本
法
の
施
行
前
よ
り
既
存
の
設
備
を
用
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
供
給
す
る
者
が
、
本
法
施
行
後
に
お
い
て
も

安
定
的
な
供
給
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
新
規
参
入
者
と
の
公
平
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

三

電
気
事
業
者
が
、
本
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
特
定
供
給
者
と
の
特
定
契
約
の
締
結
を
拒
ん
だ
場
合
や
、
本

法
第
五
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
基
づ
い
て
特
定
供
給
者
と
の
接
続
を
拒
ん
だ
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
十

分
な
説
明
を
行
う
よ
う
措
置
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
つ
い
て
は
、
同
設
備
か
ら
生
ず
る
有
害
物
質
等
に
よ
り
人
の
健
康
に
係
る
被
害
が
生

ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
ま
た
、
長
期
間
に
わ
た
り
そ
の
安
全
性
等
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
品
質
保
証
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
厳
格
な
基
準
を
設
け
る
こ
と
。

五

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
耐
用
年
数
経
過
後
に
お
い
て
大
量
の
廃
棄
物
の
発
生
を
防
ぐ

観
点
か
ら
、
設
備
の
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
構
築
等
、
早
急
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六

本
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
賦
課
金
に
係
る
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
製
造
業
以
外
の
業
種
に
係
る
基
準
や
特
例
の
対
象
と

な
る
電
気
の
使
用
量
の
基
準
を
政
令
で
定
め
る
際
に
は
、
そ
の
設
定
に
係
る
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
製
造

業
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
認
定
に
当
た
り
、
個
別
の
事
業
所
に
お
け
る
事
業
展
開
が
極
め
て
多
種
多
様
で
あ
る
点
を
十
分
踏

ま
え
、
弾
力
的
か
つ
透
明
な
運
用
を
行
う
こ
と
。

七

本
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
賦
課
金
に
係
る
特
例
措
置
に
伴
い
、
費
用
負
担
調
整
機
関
が
電
気
事
業
者
に
対
し
交
付
金
を

交
付
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
費
用
の
財
源
に
関
し
て
は
、
本
法
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
電
源
開
発
促
進
税
を
充
て

る
こ
と
等
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
。

 



八

賦
課
金
の
負
担
が
、
中
小
企
業
及
び
低
所
得
者
に
対
し
て
過
重
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
、
省
エ
ネ
に
係
る
補
助
金
等
を

活
用
す
る
等
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

九

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
用
い
た
発
電
へ
の
参
入
促
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
土
地
利
用
、
建
築
物
等
に
関
す
る

規
制
に
係
る
手
続
の
簡
素
化
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
供
給
す
る
者
等
の
利
便
性
の

向
上
を
図
る
た
め
、
関
連
す
る
手
続
に
つ
い
て
の
相
談
等
の
対
応
窓
口
を
一
本
化
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
、
ま
た
、
裁
判
外

紛
争
解
決
手
続
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
の
制
度
化
を
含
め
た
関
係
者
の
権
利
調
整
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

十

住
宅
用
の
太
陽
光
発
電
設
備
の
一
層
の
普
及
を
図
る
た
め
、
地
域
に
よ
り
導
入
コ
ス
ト
に
大
き
な
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に

す
る
な
ど
、
更
な
る
支
援
策
を
検
討
す
る
こ
と
。

十
一

地
域
活
性
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
地
域
の
特
性
を
い
か
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
（
バ
イ
オ
マ
ス
、
水
力
等
）

の
供
給
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
二

国
民
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
へ
の
投
資
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
市
民
フ
ァ
ン
ド
等
の
設
立
を
支
援
す
る
こ

と
。

十
三

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
か
つ
適
切
な
供
給
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る

電
気
の
利
用
に
伴
う
電
気
の
使
用
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
発
送
配
電
の
分
離
、
東
西
周
波
数
の
統
一
、
総
括
原
価
方

式
の
見
直
し
等
の
措
置
も
含
め
、
幅
広
く
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

十
四

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
拡
大
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
ス
マ
ー
ト
グ
リ
ッ
ド
の
構
築
、
蓄
電
池
等
の
省
エ

ネ
技
術
の
開
発
及
び
そ
の
普
及
、
高
圧
高
容
量
直
流
送
電
線
の
整
備
等
に
向
け
て
の
官
民
の
役
割
分
担
、
協
力
体
制
の
構
築

等
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

十
五

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
地
域
に
お
い
て
、
同
震
災
の
発
生
後
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
、
電
気
の

供
給
力
の
強
化
に
資
す
る
よ
う
に
開
始
さ
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
供
給
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
配
慮
を
行
う
も

の
と
す
る
こ
と
。

十
六

本
法
附
則
第
九
条
に
定
め
る
政
令
に
つ
い
て
は
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の

財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
く
支
援
の
考
え
方
を
踏
ま
え
つ
つ
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
者
の
支
援
の
た
め

に
適
切
か
つ
実
施
可
能
な
範
囲
を
設
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

、

。

十
七

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
早
期
の
導
入
促
進
を
図
る
た
め

税
制
上
の
措
置
等
を
速
や
か
に
検
討
す
る
こ
と

右
決
議
す
る
。


